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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
強化繊維基材の積層体とマトリックス樹脂の注入のための成形用副資材とをベース板上に
凸形状部を有する賦形型の上に配置し、さらに該積層体および成形用副資材をラバーシー
トで覆い、該ラバーシートと賦形型との間の空間を密閉した後、該空間を真空吸引するこ
とにより、積層体を賦形型に密着させて賦形する賦形工程において、前記ラバーシートと
賦形型との間の空間を真空吸引した後に、該ラバーシートと賦形型との間に生じる隙間部
分に、予め分割型を配置するとともに、前記強化繊維基材積層体は、凸形状部の上に真空
吸引後に賦形型のベース板と凸形状部の境界部分に達しないように予め配置されており、
賦形工程終了後、引き続きラバーシート内を真空吸引した状態において、マトリックス樹
脂を密閉空間内に注入して強化繊維基材の積層体に含浸させることを特徴とする繊維強化
プラスチックの製造方法。
【請求項２】
マトリックス樹脂を強化繊維基材積層体に含浸後、マトリックス樹脂の注入を止め、注入
口および吸引口の両方から、マトリックス樹脂を吸引することを特徴とする請求項１に記
載の繊維強化プラスチックの製造方法。
【請求項３】
前記ラバーシートの破断伸度が５０％以上８００％以下であることを特徴とする請求項１
または２に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
【請求項４】
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前記ラバーシートの上から該ラバーシート全体をバギング用フィルムで覆い、該バギング
用フィルムで密閉された空間内を真空吸引することを特徴とする請求項１～３のいずれか
に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
【請求項５】
前記ラバーシートが、ブチルゴム、ニトリルゴム、エチレン・プロピレンゴム、クロロス
ルホン化ポリエチレン、アクリルゴム、シリコーンゴム、およびフッ素ゴムから選ばれる
少なくとも１種からなることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の繊維強化プラ
スチックの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、賦形型を用いて強化繊維基材の積層体を賦形して得られたプリフォーム、お
よび該プリフォームを用いてレジントランスファー成形法により成形する繊維強化プラス
チックの製造方法並びに繊維強化プラスチックに関する。さらに詳しくは、ラバーシート
を用いてプリフォームを準備した後、引き続きラバーシートでプリフォームをバギングし
た状態でマトリックス樹脂を注入して成形することにより、プリフォームを賦形型から脱
型することなく成形できる繊維強化プラスチックの製造方法およびプリフォーム並びに繊
維強化プラスチックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、航空機等の輸送機器を構成する構造部材は、機械的特性を十分に満足し、か
つ徹底的な軽量化およびコストダウンが求められており、中でも軽量化を達成するため、
主翼、尾翼、胴体などの１次構造部材においても、繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）化が
検討されている。　
【０００３】
　また、最近では自動車の構造部材においても軽量化を求めてＦＲＰ化の動きがあり、航
空機以上にコストダウンの要求が強くなってきている。
【０００４】
　これらＦＲＰの代表的な製造方法としては、オートクレーブ成形が知られている。オー
トクレーブ成形では、ＦＲＰの材料として予め強化繊維にマトリックス樹脂を含浸させた
プリプレグを用い、プリプレグを部材形状の成形型に積層して加熱・加圧することにより
、ＦＲＰを成形する。ここで用いるプリプレグは、強化繊維体積率Ｖｆを高度に制御する
ことが可能であり、力学特性に優れるＦＲＰを得ることができる利点を有するが、プリプ
レグの製造に高いコストがかかることおよびオートクレーブを用いるため生産性が低く、
成形にも高いコストがかかることが問題であった。
【０００５】
　また、成型品の形状が球面や球面の一部もしくは箱形など場合には、強化繊維基材に面
外変形の他に面内剪断変形も求められる。
【０００６】
　しかしながら、プリプレグは、強化繊維がマトリックス樹脂により拘束されているため
、面内剪断変形は実質的に困難であり、２次曲率を有するような複雑形状への賦形は極め
て困難であることが知られている。このようなプリプレグを面内剪断変形が求められるよ
うな形状へ賦形する場合には、熱をかけてマトリックス樹脂の粘度を低下させることによ
り、マトリックス樹脂による強化繊維の拘束力を低下させることにより、賦形性を向上さ
せる方法（ホットドレープ法）が知られている。しかしながら、マトリックス樹脂の粘度
低下にも限界があり、Ｃ型などの実質的に面外変形のみで賦形できるような形状への賦形
性は改善することができても、球面や箱形などのように、面内剪断変形が求められる形状
への賦形はほとんど改善することができない問題があった。
【０００７】
　そのため、２次曲率を有する形状へ賦形する必要がある場合には、プリプレグに切り込



(3) JP 4967405 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

みを入れるなどの加工が必要である。しかしながら、切り込みを入れると強化繊維の連続
性が失われ、弾性率、強度が低下することが問題であった。
【０００８】
　プリプレグの賦形方法として、例えば、ラバーシートを用いてプリプレグの積層体を賦
形する際に、プリプレグ積層体の端部を先にラバーシートで圧着して賦形できなくなるこ
とを防ぐために、予めラバーシートを一定の高さに保持して賦形する方法、および必要に
応じて、加熱してホットドレープする方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）
。しかしながら、上記のように２次曲率を有する形状への賦形が困難であること、プリプ
レグの材料および成形コストが高いことは依然として問題であった。
【０００９】
　一方、ＦＲＰの生産性を向上し、成形コストを低減できる優れた成形法としては、レジ
ントランスファー成形法（ＲＴＭ）などの樹脂注入成形法が挙げられる。このレジントラ
ンスファー成形法では、マトリックス樹脂が含浸されていないドライな強化繊維基材の積
層体を成形型の中に配置した後、マトリックス樹脂を注入し、強化繊維基材積層体にマト
リックス樹脂を含浸させてＦＲＰを成形する。
【００１０】
　レジントランスファー成形法は、ドライな強化繊維基材を用いるため、材料のコスト低
減ができること、さらにオートクレーブを使用しないため、成形コストを低減できる利点
を有する。また、マトリックス樹脂が含浸していない強化繊維基材は、賦形性も優れるた
め、２次曲率を有するような形状に対しても、良好に賦形することができる利点もある。
【００１１】
　通常、レジントランスファー成形法においては、まずドライな強化繊維基材から構成さ
れる最終製品の形状を保持しているプリフォームを準備し、プリフォームを成形型の中に
配置後、マトリックス樹脂を注入して、ＦＲＰを成形する。
【００１２】
　通常、プリフォームの作製方法は、賦形型の上に強化繊維基材もしくは強化繊維基材の
積層体を配置して、金型を用いたプレスや真空バッグにより、強化繊維基材もしくは強化
繊維基材の積層体に圧力をかけて賦形することが知られている。このようにしてプリフォ
ームを準備した後、プリフォームを賦形型から脱型して取り外し、成形型へ配置し直して
、樹脂注入してレジントランスファー成形することにより、ＦＲＰを成形することが知ら
れていた。
【００１３】
　しかしながら、この方法ではプリフォームを作成後に、プリフォームを賦形型から脱型
して、成形型へ搬送し、型へ配置し直す必要があった。プリフォームはマトリックス樹脂
が未含浸で硬化されていないため、プリフォーム単体では形状が不安定であり、特に大型
の航空機用構造部材に用いるようなプリフォームの場合、プリフォームの賦形型からの脱
型時や成形型への搬送時に、プリフォームの自重で、プリフォームが折れたり、曲がった
りして品位が損なわれることが問題であった。
【００１４】
　例えば、賦形面を有する下型と下型の賦形面に一致する上型との間に、強化繊維基材の
表面に強化繊維基材層間を接着できるような接着材料を付与した強化繊維基材の積層体を
配置して、上下型で加熱加圧することにより、高品質なプリフォームの製造方法が提案さ
れている（例えば、特許文献２参照）。しかしながら、該特許文献２にも記載のあるよう
に、プリフォームを賦形型から脱型する時は型くずれのしないように慎重に脱型する、ま
た脱型後に変形しないようにプリフォームはトレイ上に乗せて保管、搬送するなどして、
次工程に備える必要があった。このように脱型に労力と時間を有すること、保管や搬送に
トレイなどの治具が必要であることなどにより、成形時間、コストなどが高くなる問題が
あった。
【特許文献１】特開平７－６０７７０号公報
【特許文献２】特開２００４－３２２２４４２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の課題は、かかる従来技術の問題点に鑑み、レジントランスファー成形用のドラ
イな強化繊維基材の積層体を賦形して得られたプリフォームを脱型および搬送することな
く成形することにより、脱型および搬送に伴うプリフォームの破損を大幅に減少し、かつ
脱型および搬送に伴う工程時間を減少することにより、高品質で低コスト化を可能とする
繊維強化プラスチックの製造方法およびプリフォーム並びに繊維強化プラスチックを提供
せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、かかる課題を解決するために、次のような手段を採用するものである。
【００１７】
　（１）強化繊維基材の積層体とマトリックス樹脂の注入のための成形用副資材とをベー
ス板上に凸形状部を有する賦形型の上に配置し、さらに該積層体および成形用副資材をラ
バーシートで覆い、該ラバーシートと賦形型との間の空間を密閉した後、該空間を真空吸
引することにより、積層体を賦形型に密着させて賦形する賦形工程において、前記ラバー
シートと賦形型との間の空間を真空吸引した後に、該ラバーシートと賦形型との間に生じ
る隙間部分に、予め分割型を配置するとともに、前記強化繊維基材積層体は、凸形状部の
上に真空吸引後に賦形型のベース板と凸形状部の境界部分に達しないように予め配置され
ており、賦形工程終了後、引き続きラバーシート内を真空吸引した状態において、マトリ
ックス樹脂を密閉空間内に注入して強化繊維基材の積層体に含浸させることを特徴とする
繊維強化プラスチックの製造方法。
【００１９】
　（２）マトリックス樹脂を強化繊維基材積層体に含浸後、マトリックス樹脂の注入を止
め、注入口および吸引口の両方から、マトリックス樹脂を吸引することを特徴とする前記
（１）に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
【００２１】
　（３）前記ラバーシートの破断伸度が５０％以上８００％以下であることを特徴とする
前記（１）または（２）に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
【００２２】
　（４）前記ラバーシートの上から該ラバーシート全体をバギング用フィルムで覆い、該
バギング用フィルムで密閉された空間内を真空吸引することを特徴とする前記（１）～（
３）のいずれかに記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
【００２３】
　（５）前記ラバーシートが、ブチルゴム、ニトリルゴム、エチレン・プロピレンゴム、
クロロスルホン化ポリエチレン、アクリルゴム、シリコーンゴム、およびフッ素ゴムから
選ばれる少なくとも１種からなることを特徴とする前記（１）～（４）のいずれかに記載
の繊維強化プラスチックの製造方法。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、ドライな強化繊維基材の積層体を賦形して得られたプリフォームを脱
型もしくは成形型へ搬送することなく成形することにより、脱型および搬送に伴うプリフ
ォームの破損を大幅に減少し、かつ脱型および搬送に伴う工程時間を減少することにより
、高品質で低コスト化を可能とする繊維強化プラスチックの製造方法および繊維強化プラ
スチック並びにプリフォームを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面に示す実施態様に基づいて本発明をさらに詳細に説明する。
【００３０】
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　図１は本発明の繊維強化プラスチックの製造方法の賦形および成形仕様の一例を示す断
面図である。
【００３１】
　図１に示すように、本発明の繊維強化プラスチックの製造方法は、ベース板１８上に強
化繊維基材の積層体２を賦形するための凸形状部１を有する賦形型を用いて、積層体２を
賦形した後、該積層体２にマトリックス樹脂を注入して成形するものである。そのため、
図１に示す賦形型は、賦形完了後には成形にそのまま用いられ、成形型を兼ねる。
なお、図１に示す賦形型では、ベース板１８と凸形状部１は、別体としているが、これら
は一体であっても構わない。
【００３２】
　まず、賦形型の凸形状部１の上に積層体２を配置する。積層体２は賦形およびその後の
成形工程において、所望の形状の成形品が得られるように、凸形状部１への位置合わせを
して配置する。
【００３３】
　さらに、マトリックス樹脂を注入して成形するために必要な成形用副資材を配置する。
ここで成形用副資材とは、レジントランスファー成形において必要なピールプライ３や樹
脂流路用メディア５、注入口４、吸引口６などの副資材のことである。本発明で用いる成
形用副資材は、通常のレジントランスファー成形で用いる副資材と同様のものを用いるこ
とができる。図１には、積層体２の上に成形用副資材としてピールプライ３を配置する。
ピールプライ３はナイロンやポリエステルなどの繊維からなる織布であり、マトリックス
樹脂の流路として配置するメディア５などが、マトリックス樹脂を硬化した後に、成形品
に接着一体化しないようにするために配置する織布である。また、賦形型の一端側の位置
にはマトリックス樹脂の注入口４が設けられているとともに、該注入口４に対応する賦形
型の他端側の位置には積層体２および成形用副資材の上から全体を覆うラバーシート８と
賦形型との間の空間を真空吸引する吸引口６が設けられている。さらに、マトリックス樹
脂を注入口４から積層体２に導く樹脂流路用メディア５がピールプライ３の上に配置され
ている。樹脂流路用メディア５は、ポリプロピレンやポリエチレンなどからなる厚みが０
．１５～１．０ｍｍ程度のネット状物である。樹脂流路用メディア５は、ネット状物であ
るため、上からラバーシート８で覆い、真空吸引して、ラバーシート８を樹脂流路用メデ
ィア５に圧着しても、樹脂の流路を確保し、注入されたマトリックス樹脂を強化繊維基材
の積層体２の全体に導くことができる。
【００３４】
　また、吸引口６からはマトリックス樹脂を吸引するための樹脂流路メディア７が配置さ
れている。樹脂流路メディア７は、樹脂流路メディア５と同じものを用いることができる
。樹脂流路メディア７の上には、必要に応じて、マトリックス樹脂がショートパスを形成
して、積層体２に含浸する前に吸引口６から吸引されることを防ぐために、フィルム１０
を配置するのも好ましい形態の一つである。フィルム１０は真空バッグ成形のバギングフ
ィルムに用いられる、ナイロン製のバギングフィルムを使用することができる。
【００３５】
　図２および図３は、図１の吸引口６側の賦形および成形仕様の態様を拡大して示す断面
図であり、図２は真空吸引前の状態、図３は真空吸引後の状態を示す。
【００３６】
　図２に示すように、積層体２および成形用副資材の上から全体をラバーシート８で覆い
、該ラバーシート８の端部をシーラント９を用いて賦形型のベース板に密着させて、ラバ
ーシート８と賦形型との間を密閉する。
【００３７】
　次に、注入口４を閉じて、吸引口６からラバーシート８と賦形型との間の空間を真空吸
引することにより、図３に示すように、積層体２を凸形状部１に圧着させて積層体２を賦
形する。
【００３８】
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　本発明では、ラバーシート８に真空圧をかけて該ラバーシートを引き延ばすことにより
、凸形状部１を有する賦形型に賦形しているため、凸形状部１の上に配置された強化繊維
基材積層体２を覆う部分のラバーシート８は、賦形後に皺などはなく、強化繊維基材積層
体を良好に賦形できるのである（図２、図３参照）。
【００３９】
　積層体２は真空吸引後に賦形型のベース板と凸形状の境界部分１１（図２の点線箇所）
に達しないように予め配置されていることが重要であり、そのために、積層体２の形状に
合わせて凸形状部１の高さを十分高くする、ことなどが重要である。
【００４０】
　図４および図５は、賦形および成形仕様の好ましくない態様を拡大して示す断面図であ
り、図４は真空吸引前の状態、図５は、真空吸引後の状態を示す。図４および図５では、
成形用副資材の記載は省略している。
【００４１】
　図４、図５に示すように、積層体２の形状に対して、凸形状部１の高さが低く、真空吸
引後に積層体２が賦形型のベース板と凸形状の境界部分１１を覆ってしまうように予め配
置されていると、ラバーシート８は積層体２を凸形状部１に完全に賦形する前に、積層体
２の一部をベース板１８との間で密着、固定させてしまうため、積層体２が凸形状部１に
良好に賦形できない問題がある。すなわち、強化繊維基材積層体の賦形は、凸形状部１の
形状の頂上部に相当する箇所から端部の順序で賦形することにより、強化繊維基材積層体
の基材層間を滑らせることができ、賦形後の強化繊維基材積層体に皺を生じさせることな
く、良好に賦形することができる。
【００４２】
　同様の考えはピールプライ３にも適用することが好ましい。特にポリエステルやナイロ
ン繊維の織布からなる通気性を有するピールプライを用いた場合、積層体２とほぼ同じ形
状にすることにより、賦形完了前にラバーシート８とベース板１８との間に密着、固定さ
れないように配置することが好ましい。
【００４３】
　マトリックス樹脂の流路となる樹脂流路用メディア５は、マトリックス樹脂の注入口４
から積層体２のほぼ全体に渡り配置するものであるため、賦形完了前にラバーシート８と
賦形型との間で密着される場合があるが、樹脂流路用メディア５は、ポリプロピレンやポ
リエチレンなどからなる厚みが０．１５ｍｍ～１．０ｍｍ程度のネット状物であるため、
強化繊維基材からなる積層体２やピールプライ３に比べて簡単に伸びるため、ラバーシー
ト８と賦形型との間に密着、固定されても、伸びることにより、突っ張ることなく賦形す
ることが可能である。ただし、伸びが大きいと樹脂流路用メディア５の樹脂流路のための
隙間が小さくなり、十分な樹脂流路を確保できなく懸念があるため、樹脂流路用メディア
５の形状を最適化する、樹脂流路用メディア５を賦形完了後に配置される位置に予め仮止
めする、注入口４の位置を適切に配置することなどにより、大きく引き延ばすことなく配
置することが好ましい。
【００４４】
　本発明に用いる強化繊維は、炭素繊維やガラス繊維、アラミド繊維やＰＢＯ（ポリパラ
フェニレンベンゾビスオキサゾール）繊維などの高強度繊維、高弾性率繊維が好ましい。
中でも炭素繊維は、これらの繊維の中でも高強度、高弾性率な強化繊維であるため、優れ
た機械特性を有するＦＲＰを得ることができるためより好ましい。
【００４５】
　賦形を完了した後、注入口４から熱硬化性樹脂のマトリックス樹脂を注入し、積層体２
にマトリックス樹脂を含浸させる。
【００４６】
　熱硬化性のマトリックス樹脂としては、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ビニ
ルエステル樹脂などの従来の熱硬化性樹脂を使用することができるが、これらの中でもエ
ポキシ樹脂は力学特性が高く、接着性にも優れるため、より好ましい。



(7) JP 4967405 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

【００４７】
　注入されたマトリックス樹脂は、ラバーシート８と賦形型との間の空間に充填されるた
め、賦形完了後にラバーシート８は賦形型の全体に渡って隙間なく密着しており、マトリ
ックス樹脂は強化繊維基材積層体２にのみ含浸されるように配置されることが好ましい。
しかしながら、賦形型の形状によっては、賦形完了後にラバーシート８の全体が完全に賦
形型に密着した状態で賦形ができるとは限らず、ラバーシート８と賦形型および注入口４
および吸引口６の間に隙間が生じることがある。また、ラバーシート８同士が密着して皺
を形成し、該ラバーシート間に隙間を形成することもある。このようにラバーシート８と
賦形型、およびラバーシート８と注入口４、あるいはラバーシート８と吸引口６との間な
どで形成される隙間やラバーシート８の皺の隙間などに、注入したマトリックス樹脂が充
填されるため、予めこれらの隙間に分割型を配置しておくことが重要である。分割型は金
型やラバー型もしくは、シーラントなどを用いてもよい。
【００４８】
　また、隙間が形成されると、マトリックス樹脂を注入した時に、マトリックス樹脂は、
強化繊維基材積層体への含浸が完了する前に、隙間から吸引口へ流れてしまい、強化繊維
基材積層体への含浸が十分に行われない問題があるため、好ましくない。ラバーシート８
と賦形型との間に形成される隙間を埋める方法として、分割型の他に、シーラントを詰め
ることも好ましい。特に隙間を埋める分割型とラバーシート８との間に形成された微小な
隙間を埋める目的で、分割型の表面に予めシーラントを配置しておき、マトリックス樹脂
の注入前に、ラバーシートと分割型の表面に配置したシーラントを密着させることが好ま
しい。
【００４９】
　図３は、図１の吸引口６側の賦形および成形仕様の態様を拡大して示す断面図であり、
図３は、真空吸引によりラバーシート８に大気圧をかけて賦形を行い、賦形が完了してい
る状態を示す。図６は、分割型１３を配置した賦形および成形仕様において、賦形が完了
している状態の断面図を示す。
【００５０】
　以下、さらに図３、図６についてさらに詳しく説明する。図３に示すように、強化繊維
基材積層体２の賦形は良好にできているものの、ラバーシート８と賦形型との間に隙間１
２ができている。これは大気圧でラバーシート８を引張ることにより賦形しているため、
ラバーシート８を完全に賦形型に密着させるまで引き延ばすことができない場合に起こり
うる。賦形の観点からは、強化繊維基材積層体２全体をラバーシート８で賦形ができてい
れば、隙間１２のような隙間を形成させることはむしろ好ましい。このような隙間１２を
形成させることにより、ラバーシート８には大気圧による十分な引張応力をかけることが
でき、強化繊維基材積層体を良好に賦形することが可能となるからである。よって、ラバ
ーシート８の端部をシーラント９で止める位置は、ラバーシート８により強化繊維基材積
層体２全体を完全に賦形ができ、かつ強化繊維基材積層体２に大気圧を十分にかけること
ができるような位置に隙間１２を形成させるように設けることが好ましい。
【００５１】
　一方、マトリックス樹脂を注入して成形する観点からは、隙間１２があると、注入され
たマトリックス樹脂が隙間１２に充填されるため、マトリックス樹脂の無駄が多くなるた
め好ましくない。また、マトリックス樹脂が強化繊維基材積層体に完全に含浸する前に、
隙間を通って吸引口に流れ出てしまうため、好ましくない。そのため、このような隙間を
極力なくすために、図６に示すような分割型１３を予め隙間が形成される箇所に配置して
、賦形時に隙間１２を分割型１３が埋めることが重要である。賦形形状によっては、ラバ
ーシート同士が密着して皺を形成することがある。この場合、マトリックス樹脂は皺の内
部、すなわちラバーシート間に形成される隙間を充填することになるため、この隙間を埋
めるための分割型を配置することにより、隙間を充填するマトリックス樹脂を減少するこ
とができるため好ましいのである。
【００５２】
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　また、図６に示すように、分割型１３とラバーシート８との間に形成された微小な隙間
を埋める目的で、分割型１３の表面に予めシーラント１４を配置しておき、マトリックス
樹脂の注入前に、ラバーシート８を分割型１３の表面に配置したシーラント１４に密着さ
せることが好ましい。
【００５３】
　さらに、本発明の繊維強化プラスチックの製造方法においては、マトリックス樹脂を強
化繊維基材積層体に含浸後、マトリックス樹脂の注入を止め、注入口および吸引口の両方
から、マトリックス樹脂を吸引することが好ましい。このようにマトリックス樹脂を強化
繊維基材積層体に含浸後に注入口および吸引口から吸引して、強化繊維基材積層体に過剰
に含浸したマトリックス樹脂を吸引することにより、強化繊維プラスチックの強化繊維の
体積含有率を制御することができるため好ましい。
【００５４】
　また、上記のようにラバーシートと賦形型、ラバーシートと注入口、吸引口との間やラ
バーシート同士の間で形成される隙間に充填したマトリックス樹脂を吸引することができ
るため好ましい。
【００５５】
　また、本発明においては、ラバーシートを用いてバギングしているため、ラバーシート
には常に大気圧による引張荷重がかけられている。一方、マトリックス樹脂が注入される
と、ラバーシートで密閉されている内部がマトリックス樹脂により充填され、ラバーシー
ト内外の差圧が小さくなるため、大気圧によりラバーシートにかけられていた引張荷重が
小さくなり、ラバーシートが緩んでくる問題が発生する。ラバーシートが緩むとさらにラ
バーシートと賦形型との間に形成される隙間が大きくなり、マトリックス樹脂が大きくな
った隙間にさらに充填され、ますますラバーシートが緩んでくるといった悪循環が生じて
しまう。ラバーシートが緩むと、強化繊維基材積層体に十分な圧力が働かないため、成形
される強化繊維プラスチックは強化繊維の体積含有率が低く、力学特性の低いものとなっ
てしまう問題もある。
【００５６】
　これらの問題を解決するために、マトリックス樹脂は強化繊維基材積層体に必要な量だ
けを注入し、強化繊維基材積層体に含浸させた後に、注入口および吸引口からマトリック
ス樹脂を吸引することにより、余剰なマトリックス樹脂を排出して、強化繊維プラスチッ
クにおける強化繊維の体積含有率を制御するとともに、ラバーシート内外の差圧を確保す
ることが好ましいのである。
【００５７】
　ラバーシートの上に上型を配置し、上型を用いてラバーシートを加圧することが好まし
い。
【００５８】
　図７は、本発明の上型１５を配置した賦形および成形仕様のさらに他の一例を示す断面
図を示す。
【００５９】
　上型１５はボルト１６などにより固定し、ラバーシートを加圧することが好ましい。上
型の固定はボルトに限らず、プレスなどにより固定しても構わない。このように上型を用
いてラバーシートを加圧することにより、マトリックス樹脂の注入後に、ラバーシートの
緩みを抑制することができ、余剰なマトリックス樹脂の注入を抑制し、さらには成形され
る強化繊維プラスチックの強化繊維の体積含有率の低下を抑制し、品位の高い強化繊維プ
ラスチックを成形することができるのである。ボルト１６で上型１５を固定する場合、ボ
ルト１６はラバーシートの端部の外側で固定することにより、ラバーシートを貫通しない
ようにする。
【００６０】
　　本発明で用いるラバーシートは、破断伸度は５０％以上８００％以下の範囲であるこ
とが好ましい。ラバーシートは大気圧をかけて引き延ばし、賦形型に圧着させられるため
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、賦形形状に合わせて、破断伸度を設定することが重要である。ラバーシートの賦形型へ
のシール位置を最適に設計することにより、ラバーシートの伸度を抑制することは可能で
あるが、賦形型に曲率半径の小さい突起形状があったり、直方体などの各コーナーなどは
、ラバーラシートが多軸方向に引張応力をうけるため、局所的に伸度が大きくなるため、
ラバーシートの破断伸度は５０％以上が好ましいのである。破断伸度が５０％未満では、
破断伸度が小さすぎて、賦形形状が限定されるため好ましくない。また、破断伸度に達し
ないように、必要以上にサイズの大きいラバーシートを用いて賦形をすると、賦形時にラ
バーシートに皺が発生し、発生した皺が強化繊維基材積層体に転写するため好ましくない
。ここで伸度の測定方法はＪＩＳ　Ｋ　６２５１に準拠する。
【００６１】
　また、従来のレジントランスファー成形法のバギングに使用するバギングフィルムは使
い捨てられていたが、本発明においては、バギングフィルムの代わりにラバーシートを用
いているため、再利用が可能である。再利用の観点からも、ラバーシートの破断伸度は賦
形に要する伸度よりも大きいことが好ましく、ラバーシートの破断伸度は５０％以上が好
ましいのである。一方、８００％よりも大きいと、ラバーシートは、強化繊維基材積層体
を完全に賦形する前に、局所的に伸びて賦形型へ密着し、良好な賦形性を発現しないため
好ましくない。同様の観点から、より好ましくは１００～６００％であり、さらに好まし
くは３００～５００％である。
【００６２】
　ラバーシートの厚みは０．５ｍｍ以上４．０ｍｍ以下であることが好ましい。ラバーシ
ートの厚みが０．５ｍｍよりも薄いと、強化繊維基材積層体を完全に賦形する前に、局所
的にラバーシートが伸びて、賦形型に密着することにより、良好な賦形ができない不具合
があるため好ましくない。
【００６３】
　一方、ラバーシートの厚みが４．０ｍｍよりも厚いと、ラバーシートを賦形形状に合わ
せて引き延ばすのに、大気圧では圧力が足りず、引き延ばせないため、所望の賦形形状に
賦形することができない不具合が生じるため好ましくない。同様の観点から、ラバーシー
トの厚みはより好ましくは１．０ｍｍ以上３．０ｍｍ以下である。
【００６４】
　ここで厚さの測定方法はＪＩＳ　Ｋ　６２５０に準拠する。
【００６５】
　本発明の繊維強化プラスチックの製造方法においては、ラバーシートの上からラバーシ
ート全体を覆うようにバギング用フィルムで覆い、バギング用フィルムで密閉された空間
を真空吸引することが好ましい。従来、ラバーシートは賦形のみに使用されており、賦形
も大気圧をかける観点からすると真空リークは小さい方が好ましいが、マトリックス樹脂
を注入しないため、多少真空リークがあっても問題にはならなかった。しかしながら、本
発明においては、ラバーシートで賦形後にマトリックス樹脂を注入するため、レジントラ
ンスファー成形が可能な程度に真空リークを抑制することが重要である。具体的には、真
空リークは２Ｔｏｒｒ／分以下、より好ましくは１Ｔｏｒｒ／分以下である。
【００６６】
　真空リークを抑制する方法として、ラバーシート全体をバギング用フィルムで覆い、ラ
バーシートの密閉箇所よりも外側にバギング用フィルムの密閉箇所を設けてバギングし、
バギング用フィルムで密閉された空間を真空吸引することが好ましい。
【００６７】
　ラバーシートとして、シリコーンゴムを用いると、シリコーンゴムは耐熱性が高いため
、特に硬化温度の高い繊維強化プラスチックを成形するときに使用することが好ましいが
、シリコーンゴムは酸素透過性が高いため、真空リークを抑制することができない。シリ
コーンゴムの酸素透過性は温度上昇に伴い大きくなるため、マトリックス樹脂の硬化のた
めに温度を上げると、真空リーク量も大きくなる問題があった。
【００６８】
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　そのため、本発明の繊維強化プラスチックの製造方法に記載しているように、ラバーシ
ートの上から、気体透過性の低いバギング用フィルムで覆って密閉することは、真空リー
クを抑制することができるため、好ましいのである。
【００６９】
　本発明で使用するラバーシートは、ブチルゴム、ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴ
ム、クロロスルホン化ポリエチレン、アクリルゴム、シリコーンゴム、およびフッ素ゴム
から選ばれる少なくとも１種から形成されるラバーシートであることが好ましい。なかで
もブチルゴム、ニトリルゴム、エチレン・プロピレンゴム、クロロスルホン化ポリエチレ
ン、アクリルゴム、フッ素ゴムは気体透過性が小さいため、ラバーシート自体の気体透過
度による真空リークを抑制できる観点から好ましい。
【００７０】
　また、シリコーンゴムは柔軟であり、複雑形状を有する賦形型にも賦形がしやすい観点
から好ましい。ただしシリコーンゴムは酸素透過性が高いため、成形用のバギング用フィ
ルムと併用することがより好ましい。　　
【００７１】
　一方、シリコーンゴムやフッ素ラバーなどは、エポキシ樹脂により、劣化する可能性が
ある。そのため、マトリックス樹脂にエポキシ樹脂を用いる場合には、エポキシ樹脂が直
接ラバーシートに接触しないように、樹脂流路用メディアとラバーシートの間に、フィル
ムなどを配置する事が好ましい。
【００７２】
　また、マトリックス樹脂とラバーシートとの接着を抑制するために、必要に応じてマト
リックス樹脂と接するラバーシートの表面を、離型剤により表面処理することも好ましい
。
【００７３】
　本発明の繊維強化プラスチックの製造方法により賦形した強化繊維基材積層体は、端部
がプライドロップ形状を有していることが好ましい。
【００７４】
　本発明の繊維強化プラスチックの製造方法に基づいて、強化繊維基材積層体を凸形状部
を有する賦形型を用いて賦形すると、図３の１７に示すように、積層体の端部には積層体
の厚みに起因した周長差が発生し、１層毎に端部にズレを有するいわゆるプライドロップ
１７が形成される（また、このようにして形成された端部のズレ部分の形状をプライドロ
ップ形状と呼ぶ）。しかしながら、プリプレグの積層体は、プリプレグの積層層間が、プ
リプレグに予め含浸されているマトリックス樹脂による粘着（タック）により接着してお
り、積層層間にすべりが発生しにくいため、周長差が発生するような形状に賦形した場合
には、積層層間が滑らず、積層体の端部に周長差によるプライドロップが形成されず、賦
形後の積層体（プリフォーム）に皺が生じることがあった。
【００７５】
　レジントランスファー成形用の強化繊維基材積層体においても、成形後の強化繊維プラ
スチックの層間を高靱性にする目的や、賦形後に得られるプリフォームの形状保持性など
を向上する目的で、熱可塑性樹脂を含む樹脂微粒子が強化繊維基材の表面に配置される場
合がある。さらにこのような樹脂微粒子が表面に配置された強化繊維基材積層体は、積層
体の取り扱い性を向上する目的で、賦形前に予め全面もしくは部分的に加熱加圧すること
により、一体化されることがある。このようにレジントランスファー成形用の強化繊維基
材の積層体であっても、積層層間が接着された積層体を賦形する場合には、プリプレグの
積層体と同様にプリフォームに皺が発生する懸念がある。
【００７６】
　しかしながら、本発明に基づいて強化繊維基材積層体を賦形することにより、凸形状部
１の頂上部に相当する箇所から端部の順序で賦形することにより、強化繊維基材積層体の
基材層間を滑らせて賦形することができるため、賦形後の強化繊維基材積層体の端部には
、周長差に起因したプライドロップが形成されているのである。樹脂微粒子が表面に配置
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されたレジントランスファー成形用の強化繊維基材の積層体で、賦形前に部分的に加熱加
圧することにより部分的に接着され、一体化した強化繊維基材積層体であっても、本発明
に基づいて賦形することにより、皺なく賦形することができる。プリプレグの様に全面に
接着している積層体の層間を滑らせることは困難であるが、部分的に接着している強化繊
維基材積層体の層間は、本発明に基づいて賦形することにより、滑らせることが可能であ
り、皺無く賦形することができるのである。このように、部分的に接着した強化繊維基材
積層体であっても、本発明に基づいて賦形することにより、層間を滑らせて賦形するため
、強化繊維基材積層体の端部には、プライドロップ形状が形成されるのである。
【００７７】
　この観点から、強化繊維基材積層体を部分的に接着する場合は、賦形時に層間が滑りや
すいように、点状で接着することが好ましい。強化繊維基材積層体の層間を点状で接着す
るために、強化繊維基材積層体を周期的に配列したピン状の圧子を用いて接着することが
好ましい。一つのピン状の圧子の断面積は、０．５ｍｍ２以上５０ｍｍ２以下が好ましい
。より好ましくは、１．０ｍｍ２以上３０ｍｍ２以下である。一つのピン状の圧子の断面
積が０．５ｍｍ２よりも小さいと、一つの接着面積の大きさが小さすぎて、接着一体化の
効果が小さいため、好ましくない。一方、一つのピン状の圧子の断面積が５０ｍｍ２より
も大きいと、一つの接着面積の大きさが大きすぎて、賦形時に層間が滑りにくくなるため
、好ましくないのである。
【００７８】
　このように賦形後の強化繊維基材積層体の端部に、プライドロップ形状を有しているこ
とにより、強化繊維基材積層体の各強化繊維基材の賦形が良好に行われており、外観およ
び積層内における皺の発生を抑制することができるため、好ましいのである。
【００７９】
　同様の理由により、本発明に基づいて製造された繊維強化プラスチックは、端部にプラ
イドロップ形状を有していることが好ましいのである。このプライドロップ形状は、必要
に応じて成形後に、機械加工により除去することが可能である。
【００８０】
　本発明の繊維強化プラスチックの製造方法は、航空機や船舶および自動車などの輸送機
器の構造部材、土木建築用部材などの従来のレジントランスファー成形法により製造され
た部材に使用することが可能である。
【００８１】
　本発明の繊維強化プラスチックの製造方法は、強化繊維基材積層体を賦形後に脱型する
ことなく、マトリックス樹脂を注入して成形することにより、成形時間を大幅に短縮する
ことが可能であり、さらに皺のない高品位な繊維強化プラスチックを成形することができ
、かつ大型な部材に対しても、簡単に適用が可能であるため、なかでも航空機用構造部材
に用いることが好ましい。特に、主翼、尾翼などにおけるＣ型断面形状を有するスパーや
リブなどに好適に用いることが可能である。なかでもリブは大量に使用される構造部材で
あるため、成形時間を大幅に短縮でき、本発明の製造方法により成形されるメリットが非
常に大きい航空機用構造部材である。
【００８２】
　上記の理由により、本発明に基づいて強化繊維基材積層体を賦形して得られるプリフォ
ームは航空機用構造部材用のプリフォームであることが好ましい。
【００８３】
　同様に本発明に基づいて成形して得られる強化繊維プラスチックは、航空機構造部材用
の繊維強化プラスチックであることが好ましい。
【実施例】
【００８４】
　以下に本発明の実施例と比較例を説明する。
【００８５】
　実施例１
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　図８に実施例１で用いた賦形および成形仕様の側面断面図を示す。
賦形型として凸形状部１が幅３００ｍｍ、高さ１５０ｍｍ、長さ１０００ｍｍで、コーナ
ーはＲ５ｍｍ加工がされている型を準備した。凸形状部１を配置するベース板１８は、幅
１０００ｍｍ、長さ１５００ｍｍ、厚み１０ｍｍの平板を準備し、凸形状部１をベース板
１８の中央に配置した。次に、引張強度が５．８ＧＰａ、引張弾性率が２９０ＧＰａの炭
素繊維糸条からなる炭素繊維目付が１９０ｇ／ｍ２の一方向ノンクリンプ織物基材を用い
て、強化繊維基材積層体２を準備した。該強化繊維基材積層体２の積層構成は、[（４５
／０／－４５／９０）２] Ｓの１６ＰＬＹの４５°疑似等方積層構成とした。
【００８６】
　積層体２の形状は、幅４００ｍｍ、長さ８００ｍｍとし、各積層角度の強化繊維基材を
それぞれ裁断して準備し、積層構成に基づいて積層して、積層体２を準備した。
積層体２は凸形状部１の中央に配置した。
【００８７】
　次に、積層体２の全体を覆うナイロン製ピールプライ３を配置した。更にその上に樹脂
注入用の樹脂流路用メディア５を配置した。樹脂流路用メディア５の端部には、注入口と
して高さ１０ｍｍ、幅１０ｍｍ、長さ８００ｍｍ、厚み１．５ｍｍのアルミチャンネル４
を樹脂注入用メディア５の上に配置した。
【００８８】
　一方、吸引側には吸引用の樹脂流路用メディア７を配置し、樹脂流路用メディア７の端
部には吸引口としてアルミチャンネル６を配置した。吸引用の樹脂流路用メディア７の上
には、注入用の樹脂流路用メディア５によって注入されたマトリックス樹脂が、強化繊維
基材の積層体２に完全に含浸する前に吸引口へ流れ出ることを防ぐ目的で、ナイロン製フ
ィルム１０で吸引用の樹脂流路用メディア７の一部と吸引口のアルミチャンネル６を覆っ
て配置している。
【００８９】
　また、賦形後にシリコーンゴムシート８と賦形型との間に隙間が生じないように、凸形
状部１の周囲および注入口、吸引口の側面に分割型１３を配置し、分割型１３がシリコー
ンゴムシートに接する面にシーラント１４を配置した。
【００９０】
　凸形状部１の上に配置した強化繊維基材の積層体２の上から、厚み１．５ｍｍ、引張破
断歪み量４００％のシリコーンゴムシート８で覆い、端部をシーラント９でツール板に密
着し、シリコーンゴムシート内を密閉した。
【００９１】
　注入口４を閉じて、吸引口６から真空吸引することにより、賦形を行った。その結果、
強化繊維基材の積層体２は凸形状部１の形状に賦形された。
分割型１３を覆う箇所のシリコーンゴムシートを、分割型１３の表面に配置しているシー
ラント１４に密着させた。
【００９２】
　強化繊維基材の積層体２は、賦形型のベース板と凸形状の境界部分は覆っていないこと
を確認した。
【００９３】
　賦形後の強化繊維基材の積層体２は、ピールプライ３、樹脂流路用メディア５により覆
われているので、直接観察することはできないが、ピールプライ３、樹脂流路用メディア
５、シリコーンゴムシート８を介して観察した結果、皺は無く、良好に賦形していること
を確認した。また、強化繊維基材の積層体２の端部は、プライドロップ形状１７を有して
いることが確認できた。プライドロップ１７の幅Ｈは約５ｍｍであり、強化繊維基材の積
層体２の厚み約３ｍｍから求められる周長差とほぼ同等であることを確認した。
【００９４】
　強化繊維基材の積層体２に真空圧をかけて室温にて賦形した状態で、熱風炉に投入し、
強化繊維基材の積層体２全体が７０℃になるよう加熱した。
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【００９５】
　加熱した状態で真空リーク量を測定した結果、１．０Ｔｏｒｒ／分であった。
マトリックス樹脂である１８０℃硬化型のエポキシ樹脂を７０℃に保温した後、注入口４
から注入した。
【００９６】
　マトリックス樹脂はメディア５を通じて、強化繊維基材積層体２全体に拡散した。
【００９７】
　マトリックス樹脂が強化繊維基材積層体２に含浸し、吸引用メディア７から吸引され始
めたのを確認すると共に、吸引口６を閉じて、マトリックス樹脂の吸引を止めた。注入口
４を真空吸引ラインにつなぎ、過剰に注入されたマトリックス樹脂を吸引して、ブリード
させた。
ブリード後、熱風炉の温度を上げて、マトリックス樹脂を１３０℃、２時間にて１次硬化
させた。
【００９８】
　１次硬化後室温まで降温させ、シリコーンゴムシート８を解放して、１次硬化した繊維
強化プラスチックを賦形型から脱型して取り出した。
得られた繊維強化プラスチックを目視により外観検査をした結果、若干微少なボイドがあ
るものの概ね良好なであった。
【００９９】
　２次硬化させるために、繊維強化プラスチックを１８０℃、２時間に加熱保持した。
【０１００】
　ダイヤルゲージを用いて、繊維強化プラスチックのフランジ部分の厚みを測定して、強
化繊維体積率を求めた。測定個所は、片方のフランジの長手方向８００ｍｍにわたり、２
００ｍｍ間隔で３点測定し、両側のフランジで計６点測定した。厚みから強化繊維体積含
有率Ｖｆを算出して求めた結果、Ｖｆ＝５８％であった。
【０１０１】
　なお、マトリックス樹脂が接触した部分のシリコーンゴムシートは、薄く黄色い変色が
確認された。
【０１０２】
　実施例２
　強化繊維基材として、実施例１で用いた一方向ノンクリンプ織物基材の上面に平均粒径
が１２０μｍでガラス転移温度が７０℃の熱可塑性樹脂を含む粒子を２７ｇ／ｍ２で均一
に散布し、２００℃の加熱によって織物表面に付着させた織物基材を用い、この織物基材
を実施例１と同様に積層して積層体を準備した。
【０１０３】
　次に、断面積が１ｍｍ２のピンを、幅４００ｍｍ、長さ８００ｍｍにわたり、幅方向、
長さ方向共に１５ｍｍ間隔で配列した圧子を積層体の上に配置し、圧子の上に各ピンに１
ｋｇ／ｃｍ２の圧力がかかるように錘を乗せ、積層体、圧子、錘ともに熱風炉に投入して
、積層体を８０℃、１０分の条件で加熱加圧保持して、圧着積層体を準備した。
圧着積層体は、織物基材の表面に付着している熱可塑性樹脂を含む粒子が８０℃に加熱さ
れた状態で、１５ｍｍ間隔で配置された断面積が１ｍｍ２の圧子により加圧され、圧子の
配列間隔に相当する１５ｍｍ間隔で、織物基材層間が厚み方向に渡り接着し、層間が部分
的に接着一体化している積層体であった。
【０１０４】
　圧着積層体を用いて、実施例１と同様に賦形および成形準備を行った。
【０１０５】
　まず真空吸引して、室温にて賦形を行った。
【０１０６】
　圧着積層体は、賦形型のベース板と凸形状の境界部分は覆っていないことを確認した。
【０１０７】
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　賦形後の圧着積層体を実施例１と同様に観察した結果、皺は無く、良好に賦形している
ことを確認した。また、圧着積層体の端部は、プライドロップ形状を有していることが確
認できた。プライドロップの幅は約５ｍｍであり、圧着積層体の厚み３ｍｍから求められ
る周長差とほぼ同等であることが確認した。
【０１０８】
　圧着積層体に真空圧をかけて賦形した状態で、熱風炉に投入し、圧着積層体を９０℃に
加熱し、２時間保持して、ホットコンパクションを行い、織物基材の表面に付着している
熱可塑性樹脂を含む粒子を介して、織物基材の層間を全面に渡り接着した圧着積層体を得
た。
【０１０９】
　加熱した状態で真空リーク量を測定した結果、１．２Ｔｏｒｒ／分であった。
【０１１０】
　引き続き、実施例１と同様にマトリックス樹脂を注入して、成形を行った。
【０１１１】
　得られた繊維強化プラスチックを目視により外観検査をした結果、若干微少なボイドが
あるものの概ね良好な品質であった。
【０１１２】
　実施例１と同様に強化繊維体積率Ｖｆを求めた結果、Ｖｆ＝５５％であった。
【０１１３】
　なお、マトリックス樹脂が接触した部分のシリコーンゴムシートは、薄く黄色い変色が
確認された。
【０１１４】
　実施例３
　実施例２と同じ圧着積層体を用いて、実施例２と同様に室温にて賦形を行った。
【０１１５】
　賦形後の圧着積層体を実施例２と同様に観察した結果、良好に賦形していることを確認
した。圧着積層体の端部にはプライドロップ形状を有していることが確認できた。プライ
ドロップの幅は約５ｍｍであり、圧着積層体の厚み３ｍｍから求められる周長差とほぼ同
等であることが確認した。
【０１１６】
　賦形後にナイロン製バギングフィルムで、シリコーンゴムシートを覆い、シリコーンゴ
ムシートの密閉箇所よりも外側で、ナイロン製バギングフィルムを密閉した。ナイロン製
バギングフィルムで密閉した空間内も、真空吸引して賦形しているシリコーンゴムシート
に密着させた。
【０１１７】
　実施例２と同じ条件でホットコンパクションを行い、織物基材の層間を全面に接着した
圧着積層体を得た。
【０１１８】
　加熱した状態で真空リーク量を測定した結果、０．２Ｔｏｒｒ／分であった。
【０１１９】
　引き続き、実施例１と同様にマトリックス樹脂を注入して、成形を行った。
【０１２０】
　得られた繊維強化プラスチックを目視により外観検査をした結果、ほとんどボイドはな
く、良好な品質であった。
【０１２１】
　実施例１と同様に強化繊維体積率Ｖｆを求めた結果、Ｖｆ＝５６％であった。
【０１２２】
　なお、マトリックス樹脂が接触した部分のシリコーンゴムシートは、薄く黄色い変色が
確認された。
【０１２３】
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　実施例４
　実施例２と同じ圧着積層体を用い、圧着積層体とシリコーンゴムシートの間に、厚み０
．１ｍｍの“テフロン”（登録商標）フィルムを配置した以外は、実施例３と同様に室温
にて賦形を行った。
【０１２４】
　賦形後の圧着積層体を実施例３と同様に観察した結果、良好に賦形していることを確認
した。圧着積層体の端部にはプライドロップ形状を有していることが確認できた。プライ
ドロップの幅は約５ｍｍであり、圧着積層体の厚み３ｍｍから求められる周長差とほぼ同
等であることが確認した。
【０１２５】
　図７のように、賦形型の周囲に四辺に配置された分割型の外側に、シリコーンゴムシー
トを加圧する上型１５を配置し、シリコーンゴムシートの外側において、ベース板にボル
ト１６で機械接合することにより、上型１５でシリコーンゴムシートを加圧した。
【０１２６】
　次に実施例３と同様に、シリコーンゴムシートおよび上型の上から、ナイロン製バギン
グフィルムで、シリコーンゴムシートおよび上型を覆い、シリコーンゴムシートの密閉箇
所よりも外側で、ナイロン製バギングフィルムを密閉した。ナイロン製バギングフィルム
で密閉した空間内も、真空吸引して賦形しているシリコーンゴムシートに密着させた。
【０１２７】
　実施例２と同じ条件でホットコンパクションを行い、織物基材の層間を全面に接着した
圧着積層体を得た。

【０１２８】
　加熱した状態で真空リーク量を測定した結果、０．２Ｔｏｒｒ／分であった。
【０１２９】
　引き続き、実施例１と同様にマトリックス樹脂を注入して、成形を行った。
【０１３０】
　シリコーンゴムシートを上型で加圧しているため、マトリックス樹脂を注入してもシリ
コーンゴムシートの浮きが少なく、マトリックス樹脂の注入量およびブリードにより排出
されるマトリックス樹脂の量共に実施例３に比べて少なかった。
【０１３１】
　得られた繊維強化プラスチックを目視により外観検査をした結果、ほとんどボイドはな
く、良好な品質であった。
【０１３２】
　実施例１と同様に強化繊維体積率Ｖｆを求めた結果、Ｖｆ＝５６％であった。
【０１３３】
　なお、マトリックス樹脂のエポキシ樹脂は、“テフロン”（登録商標）フィルムの配置
により、シリコーンゴムシートに接触しないため、シリコーンゴムシートの変色はなかっ
た。
【０１３４】
　実施例５
　実施例１で用いたシリコーンゴムシートの代わりに、厚み１．５ｍｍ、引張破断歪み量
４００％のフッ素ゴムシートを用いた他は実施例２と同様に賦形と成形を行った。
賦形後の圧着積層体を実施例２と同様に観察した結果、皺は無く、良好に賦形しているこ
とを確認した。また、圧着積層体の端部は、プライドロップ形状を有していることが確認
できた。プライドロップの幅は約５ｍｍであり、圧着積層体の厚み３ｍｍから求められる
周長差とほぼ同等であることが確認した。
【０１３５】
　実施例２と同様にホットコンパクションを行い、織物機材の層間を全面に接着した圧着
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積層体を得た。　
【０１３６】
　加熱した状態で真空リーク量を測定した結果、０．２Ｔｏｒｒ／分であった。
【０１３７】
　引き続き、実施例１と同様にマトリックス樹脂を注入して、成形を行った。
【０１３８】
　得られた繊維強化プラスチックを目視により外観検査をした結果、若干微少なボイドが
あるものの概ね良好な品質であった。
【０１３９】
　実施例１と同様に強化繊維体積率Ｖｆを求めた結果、Ｖｆ＝５５％であった。
【０１４０】
　なお、マトリックス樹脂が接触した部分のフッ素ゴムシートは、薄く黄色い変色が確認
された。
【０１４１】
　比較例１
　実施例１で用いた強化繊維基材積層体の形状を幅８００ｍｍ、長さ８００ｍｍに変更し
た以外は実施例１と同様に賦形を行った。
【０１４２】
　その結果、強化繊維基材積層体の幅が８００ｍｍであるため、賦形が進むにしたがって
、積層体の端部がベース板とシリコーンゴムシートに挟まれて固定され、図５のように積
層体のフランジ部が突っ張って賦形できなかった。
【０１４３】
　賦形結果が不良であったため、マトリックス樹脂の注入は行わなかった。
【０１４４】
　比較例２
　実施例１で用いたシリコーンゴムシートの代わりに、実施例３で用いたナイロン製バギ
ングフィルムを用いて賦形した以外は実施例１と同様に賦形を行った。ただしナイロン製
バギングフィルムの形状は、真空吸引することにより、賦形型全体に密着するのに十分な
大きさとした。
その結果、強化繊維基材積層体は凸形状に賦形されたが、バギングフィルムに皺が多数発
生し、とりわけ凸形状部のＲ５ｍｍ加工のコーナー部に位置する積層体に皺が大きく発生
した。真空吸引を中止して、バギングフィルムによる賦形を解放して、積層体を覆う部分
のバギングフィルムに皺が発生しないようにバギングフィルムを伸ばして配置した後、再
度真空吸引して、賦形を行った。
【０１４５】
　その結果、最初の賦形よりは改善されたものの、凸形状部のＲ５ｍｍ加工のコーナー部
に位置する積層体の皺は完全にはなくならなかった。
【０１４６】
　賦形結果が不良であったため、マトリックス樹脂の注入は行わなかった。
【０１４７】
　比較例３
　成形用副資材を配置しない以外は、実施例１と同様に賦形を行った。
【０１４８】
　その結果、賦形は良好に行われ、皺無く賦形をすることができた。
【０１４９】
　成形用副資材を配置するため、プリフォームを賦形型から脱型しようとしたが、強化繊
維基材の表面に熱可塑性樹脂を含む粒子などが無いため、積層体は一体化しておらず、強
化繊維基材積層体の積層を乱すことなく脱型することは非常に困難であった。
【０１５０】
　プリフォームを脱型後、実施例１と同様の構成で成形用副資材を配置し、全体をバギン
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グ用フィルムで密閉して、実施例１と同様にマトリックス樹脂を注入、ブリードを行った
。
【０１５１】
　成形された繊維強化プラスチックを目視により観察した結果、プリフォームを脱型した
ときに生じたと考えられる繊維の蛇行が観察された。ボイドはほとんど観察されなかった
。
【０１５２】
　実施例１に比べて、賦形から成形によるする時間は、約２．５倍であった。
【０１５３】
　比較例４
　成形用の副資材を配置しない以外は、実施例２と同様に賦形を行った。
【０１５４】
　その結果、賦形は良好に行われ、皺無く賦形をすることができた。
【０１５５】
　成形用副資材を配置するため、プリフォームを賦形型から脱型した。
【０１５６】
　プリフォームは強化繊維基材の表面に熱可塑性樹脂を含む粒子により、強化繊維基材層
間が一体化しているため、比較例３よりは簡単に脱型できたものの、プリフォームは形状
保持性が低く、形状が簡単に変形してしまうため、脱型時にプリフォームの一部が折れ曲
がってしまった。そのため、脱型時および脱型後のプリフォームの保管、成形型への搬送
、取付時に非常に注意と時間を要した。
【０１５７】
　プリフォームを脱型後、実施例２と同様の構成で成形用副資材を配置し、全体をバギン
グ
用フィルムで密閉して、実施例１と同様にマトリックス樹脂を注入、ブリードを行った。
【０１５８】
　成形された繊維強化プラスチックを目視により観察した結果、脱型時のプリフォームが
折れ曲がった箇所に皺が観察された。ボイドはほとんど観察されなかった。
【０１５９】
　実施例１に比べて、賦形から成形によるする時間は、約２．０倍であった。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】本発明の繊維強化プラスチックの製造方法の賦形および成形仕様の一例を示す断
面図である。
【図２】図１の吸引口側の賦形および成形仕様の態様を拡大して示す断面図であり、真空
吸引前の状態を示す。
【図３】図２の真空吸引後の状態を示す。
【図４】賦形および成形仕様の好ましくない態様を拡大して示す断面図であり、真空吸引
前の状態を示す。
【図５】図４の真空吸引後の状態を示す。
【図６】分割型を配置した賦形および成形仕様の態様を拡大して示す断面図であり、真空
吸引によりラバーシートに大気圧をかけて賦形を行い、賦形が完了している状態を示す。
【図７】分割型および上型を配置した賦形および成形仕様の態様を拡大して示す断面図で
あり、真空吸引によりラバーシートに大気圧をかけて賦形を行い。賦形が完了している状
態を示す。
【図８】実施例１で用いた賦形および成形仕様の側面断面図を示す。
【符号の説明】
【０１６１】
　１： 凸形状部
　２：強化繊維基材積層体
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　３：ピールプライ
　４：注入口
　５：マトリックス樹脂注入用の樹脂流路用メディア
　６：吸引口
　７：マトリックス樹脂吸引用の樹脂流路用メディア
　８：ラバーシート
　９：シーラント
１０：フィルム
１１：賦形型のベース板と凸形状の境界部分
１２：隙間
１３：分割型
１４：シーラント
１５：上型
１６：ボルト
１７：プライドロップ
１８：ベース板
　Ｈ：プライドロップの幅

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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